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タクシー特措法の施⾏状況等
【タクシー特措法の制定趣旨】【タクシ 特措法の制定趣旨】

平成２０年２⽉、交通政策審議会において、供給過剰がタクシー事業を巡る諸問題の根本的
な問題であり、各地域ごとに多様な関係者による総合的な取り組みが重要であるとの答申がな
され、当該答申を踏まえ、供給過剰の問題の解決を図るため、タクシー適正化・活性化特措法され、当該答申を踏まえ、供給過剰の問題の解決を図るため、タクシ 適正化 活性化特措法
（以下「旧タクシー特措法」という。）を⽴案。

【タクシー特措法の施⾏状況等】【タクシー特措法の施⾏状況等】
◆ 平成２１年 ６⽉：旧タクシー特措法の成⽴
◆ 平成２１年１０⽉：旧タクシー特措法の施⾏（順次、特定地域に指定し、最⼤で１５７地域))
◆ 平成２５年１０⽉：⾃⺠党、公明党及び⺠主党の三党共同で第１８５回臨時国会に改正タク

シー特措法案を提出
◆ 平成２５年１１⽉：【衆／国交委】法案審議（３ ５時間）◆ 平成２５年１１⽉：【衆／国交委】法案審議（３．５時間）

【参／国交委】法案審議（２．２５時間）
衆議院・参議院ともに賛成多数により可決

◆ 平成２６年 １⽉：改正タクシー特措法の施⾏
（関係法令を制定し、旧タクシー特措法の特定地域を準特定地域に指定)

◆ 平成２６年 ４⽉：公定幅運賃制度の導⼊◆ 平成２６年 ４⽉：公定幅運賃制度の導⼊
◆ 平成２６年１０⽉：準特定地域の⾒直し（１地域を追加指定、３地域を指定解除）
◆ 平成２６年１２⽉：特定地域の指定基準をパブリックコメント - 1 -



タクシー「サービス向上」「安⼼利⽤」推進法による制度変更のポイント
新旧

原 ◆ 新規参⼊：許 可 制 原 ◆ 新規参⼊：許 可 制
特 措 法

新規参⼊ 許 可 制新規参⼊ 増⾞ 禁 ⽌
特定地域（⼤⾂指定・運審諮問） 準特定地域（⼤⾂指定）

新規参⼊ 許 可 制
特 定 地 域 （ ⼤ ⾂ 指 定 ）

原

則

◆ 新規参⼊：許 可 制
◆ 増 ⾞：届 出 制
◆ ⾃動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

原

則

◆ 新規参⼊：許 可 制
◆ 増 ⾞：届 出 制
◆ ⾃動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

◆ 新規参⼊：許 可 制
◆ 増 ⾞：認 可 制
◆ 公定幅運賃（下限割れには変更命令）

◆ 新規参⼊・増⾞ ： 禁 ⽌
◆ 強制⼒ある供給削減措置
◆ 公定幅運賃（下限割れには変更命令）

独禁法適⽤除外

◆ 新規参⼊：許 可 制
◆ 増 ⾞：認 可 制
◆ ⾃動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

独禁法適⽤ 協議会 協議会協議会

期間３年 期間３年期間３年

独禁法適⽤

事業者計画

営業⽅法による
削減の申出

地域計画 地域計画

活性化事業計画

新規参⼊・
増⾞への意⾒

地域計画

認
可

認
定

認
可

特定事業計画 認
定

全ての合意事業者
が事業者計画の認

事業者 事業者事業者
事業者計画

合意事業者
以外

新規参⼊の許可
増⾞の認可

（⾃主的な需要活性化策と
併せて供給削減措置を実施）

国
営業⽅法による削減の

勧告・命令

性化事業

事業者 国

可 定特定事業計画 定 が事業者計画の認
可を受けることが
必須 意⾒聴取（⾃主的な需要活性化策と

供給削減措置を実施）
（⾃主的な需要活性化策と
併せて供給削減措置を実施）

以外

全国 指定地域 特定指定地域
タ ク 特 法

全国 指定地域 特定指定地域

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

全国 指定地域
（政令で指定）

特定指定地域
（政令で指定）

― 登録制
〔講習〕

登録制
〔試験〕

過労運転防 措 義務付

全国 指定地域
（告⽰で指定）

特定指定地域
（告⽰で指定）

登録制
〔試験〕

登録制
〔試験〕

登録制
〔講習〕

道 路 運 送 法 ◆ 過労運転防⽌措置の義務付け
過労運転の防⽌に関する規定を省令から法律に引き上げ

◆ 事業者に対する適正化事業の実施
貨物⾃動⾞運送事業法と同主旨の規定を整備

―
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準特定地域⼀覧（平成２６年１０⽉３１⽇ 現在）
運輸局等 都道府県 準特定地域　（153地域） 運輸局等 都道府県 準特定地域　（153地域）

札幌交通圏、小樽市、函館交通圏、旭川交通圏、 大阪市域交通圏、北摂交通圏、河北交通圏、河南Ｂ交通圏、

苫小牧交通圏、釧路交通圏、帯広交通圏、北見交通圏 河南交通圏

青森 青森交通圏、八戸交通圏、弘前交通圏 京都 京都市域交通圏

岩手 盛岡交通圏、花巻交通圏、一関交通圏 兵庫 神戸市域交通圏、姫路・西播磨交通圏、東播磨交通圏

宮城 仙台市、石巻市 奈良 奈良市域交通圏、生駒交通圏、中部交通圏

福島 福島 会津 わ 賀 津 南 部 東

北海道 北海道

近畿

大阪

東北
福島 福島交通圏、郡山交通圏、会津交通圏、いわき市 滋賀 大津市域交通圏、湖南交通圏、中部交通圏、湖東交通圏

秋田 秋田交通圏 和歌山 和歌山市域交通圏

山形 山形交通圏 広島交通圏、呉市Ａ、東広島市、三原市、福山交通圏、

特別区・武三交通圏、北多摩交通圏、南多摩交通圏、 尾道市

西多摩交通圏 鳥取 鳥取交通圏、米子交通圏、倉吉交通圏

神奈川 京浜交通圏 県央交通圏 湘南交通圏 小田原交通圏 島根 松江市 出雲市

東北

中国

広島

東京

神奈川 京浜交通圏、県央交通圏、湘南交通圏、小田原交通圏 島根 松江市、出雲市

京葉交通圏、東葛交通圏、千葉交通圏、北総交通圏、 岡山 岡山市、倉敷交通圏、津山市

市原交通圏、南房交通圏 山口 下関市、宇部市、山口市、周南市、防府市、岩国交通圏

県南中央交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏、 香川 高松交通圏、中讃交通圏

県南東部交通圏 徳島 徳島交通圏

群馬 東毛交通圏 愛媛 松山交通圏、東予交通圏、今治交通圏

千葉

埼玉

四国関東
群馬 東毛交通圏 愛媛 松山交通圏、東予交通圏、今治交通圏

高知 高知交通圏

福岡交通圏、北九州交通圏、筑豊交通圏、大牟田市、

水戸県央交通圏、県南交通圏、県西交通圏、県北交通圏、 久留米市

鹿行交通圏 佐賀 佐賀市、唐津市

栃木 宇都宮交通圏、県南交通圏、塩那交通圏 長崎 長崎交通圏、佐世保市、諫早市

群馬及び
埼玉

茨城

九州

中・西毛交通圏

福岡

山梨 甲府交通圏 熊本 熊本交通圏、八代交通圏

新潟交通圏、長岡交通圏、上越交通圏、三条市Ａ、新発田市Ａ、 大分 大分市、別府市

柏崎市Ａ 宮崎 宮崎交通圏、都城交通圏、延岡市

富山 富山交通圏、高岡・氷見交通圏、砺波市Ｂ・南砺市 鹿児島 川薩交通圏、鹿児島空港交通圏、鹿児島市

石川 金沢交通圏、南加賀交通圏 沖縄 沖縄 沖縄本島

北陸
信越

新潟

九州

長野 長野交通圏、松本交通圏、上田市Ａ、飯田市Ａ

名古屋交通圏、知多交通圏、尾張北部交通圏、

尾張西部交通圏、西三河北部交通圏、西三河南部交通圏、

静清交通圏、富士・富士宮交通圏、沼津・三島交通圏、

磐田・掛川交通圏、藤枝・焼津交通圏、伊豆交通圏、

浜松交通圏

静岡

中部

愛知

（全国の営業区域の総数　638地域）

浜松交通圏

岐阜交通圏、大垣交通圏、高山交通圏、美濃・可児交通圏、

東濃東部交通圏

三重 津交通圏、松阪交通圏

福井 福井交通圏、武生交通圏

中部

岐阜
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特定地域の指定基準に盛り込む指標案

以下の指標に該当する場合に特定地域として指定（Ｅ〜Ｇについては、いずれかに該当すること。ただし、⽇⾞営収が
平成13年度より増加している場合には指定しない）

Ａ ⾞両の稼働効率の指標 ⇒ 実働実⾞率(＝実働率×実⾞率)が平成13年度と⽐較して10％以上減少しているこＡ ⾞両の稼働効率の指標 と。

Ｂ 事業者の収⽀状況の指標 ⇒ ⾚字事業者の⾞両数シェアが1/2以上であること、⼜は⾚字事業者の⾞両数シェア
が1/3以上であって、前年度と⽐較して10ポイント以上増加していること。が1/3以上であって、前年度と⽐較して10ポイント以上増加していること。

Ｃ 流し営業の指標 ⇒ ⼈⼝30万⼈以上の都市を含む営業区域であること。

Ｄ 地域の需要動向の指標 ⇒ 総実⾞キロが前年度と⽐較して５％以上増加していないこと。

Ｅ 運転者の賃⾦⽔準の指標 ⇒ ⽇⾞営収⼜は⽇⾞実⾞キロが平成13年度と⽐較して10％以上減少していること。

Ｆ 事業運営の指標

Ｅ 運転者の賃⾦⽔準の指標 ⽇⾞営収⼜は⽇⾞実⾞キロが平成13年度と⽐較して10％以上減少していること。

⇒ ⾛⾏100万キロ当たりの法令違反の件数の直近５年間の平均値が、全国の平均値を
上回っていること。

Ｈ 地域の意向の指標 ⇒ 利⽤者代表を含む協議会の同意があること

Ｇ 安全性の指標 ⇒ ⾛⾏100万キロ当たりの事故の発⽣件数の直近５年間の平均値が、全国の平均値を
上回っていること。

Ｈ 地域の意向の指標 ⇒ 利⽤者代表を含む協議会の同意があること。
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附帯決議について【衆議院】①
衆

附帯決議について【衆議院】①改正特措法附帯決議について（抜粋）【衆議院】

１ ⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業が地域の公共交通機関として重要な役割を担っている１． 般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業が地域の公共交通機関として重要な役割を担っている
ことを関係者は認識し、⾼齢者、妊婦、障害者、訪⽇外国⼈等の幅広いニーズに的確
に応えるとともに、創意⼯夫を凝らしてサービスの⾼度化や⾼質化に積極的に取り組
むことにより 需要の拡⼤を図ることむことにより、需要の拡⼤を図ること。

12． 国⼟交通省及び厚⽣労働省は、累進歩合制の廃⽌について改善指導に努めるこ
と。また、労使双⽅に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を⾏うよう促すととも
に 取組状況を把握し助⾔等必要な⽀援を⾏うことに、取組状況を把握し助⾔等必要な⽀援を⾏うこと。

13． ⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系
の再構築、累進歩合制の廃⽌、事業に要する経費を運転者に負担させる慣⾏の⾒直し

議 等賃⾦制度等の改善等に努めるとともに、運⾏の安全を確保し、拘束時間外に運転代
⾏業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させる
ことがないよう万全を期すること。

16．本法の施⾏後における施⾏の状況や効果について、三年毎に総合的に検証を⾏い、
その結果を両院に報告すること。

17． 国⼟交通省は、本法の施⾏の状況等を検証し、関係法令に基づく諸施策について
不断に検討を⾏うこと。
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参
般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業が地域 公共交通機関とし 重要な役割を担

改正特措法附帯決議について（抜粋）【参議院】

１．⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業が地域の公共交通機関として重要な役割を担っている
ことを関係者は認識し、運転者登録制度の拡充や旅客⾃動⾞運送事業適正化事業実施
機関制度の導⼊等が⾏われることを踏まえ、引き続き運⾏の安全を徹底するととも
に サ ビスの⾼度化や⾼質化に積極的に取り組むことを通じてサ ビス⾯での競争に、サービスの⾼度化や⾼質化に積極的に取り組むことを通じてサービス⾯での競争
を活発に⾏い、利⽤者利便の⼀層の向上が図られるようにすること。

８ 国⼟交通省及び厚⽣労働省は、累進歩合制の廃⽌について改善指導に努めること。８．国⼟交通省及び厚⽣労働省は、累進歩合制の廃⽌について改善指導に努めること。
また、労使双⽅に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を⾏うよう促すとともに、
取組状況を把握し助⾔等必要な⽀援を⾏うこと。

９ 般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業者は 歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の
議

９．⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の
再構築、累進歩合制の廃⽌、事業に要する経費を運転者に負担させる慣⾏の⾒直し、
過度な遠距離割引運賃の是正等賃⾦制度等の改善等に努めるとともに、運⾏の安全を
確保し 拘束時間外に運転代⾏業務に従事すること等により安全な運転をすることが確保し、拘束時間外に運転代⾏業務に従事すること等により安全な運転をすることが
できない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。

14．本法の施⾏後における施⾏の状況や効果について、三年毎に総合的に検証を⾏い、
その結果を本院に報告すること。
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